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第１章 計画の策定にあたって 

 

１ 計画策定の趣旨 

全国の刑法犯の認知件数※１は年々減少傾向にあり、再犯者※２についても年々減少傾向

にありますが、それを上回るペースで初犯者も減少し続けているため、令和３年（2021

年）の刑法犯検挙者に占める再犯者の割合は 48.6％と高い割合を占めています。 

 平成 28 年（2016 年）12 月には「再犯の防止等の推進に関する法律（以下「再犯防止

推進法」といいます。）」が制定、施行され、再犯の防止等※３に関する施策を実施等する

責務が国だけでなく、地方公共団体にもあることが明記されるとともに、地方公共団体

は、国の再犯防止推進計画を勘案し、当該地方公共団体における再犯の防止等に関する

施策の推進に関する計画を定めるよう努めることとされました。 

犯罪や非行をした人の中には、住居や安定した仕事がない、薬物依存があるなど、多

くの困難を抱える人が少なくありません。犯罪等をした人のこうした生きづらさの課題

に対応し、再犯を防止するためには、刑事司法関係機関による取組だけでは限界がある

ため、社会復帰後、地域社会で孤立させない息の長い支援等を国、地方公共団体、民間

団体等が緊密に連携して実施する必要があります。 

 犯罪は決して許されるものではなく、犯罪をした人等※４を支援することに疑問や違和

感を持つ人もいるかもしれません。しかしながら、犯罪をした人等も支援を必要として

いる一人の市民であり、こうした人を地域社会から排除し孤立させることは問題の解決

にならないばかりか、再犯のリスクを高めることにつながりかねません。 

 札幌市においても再犯防止推進法の趣旨等を踏まえ、犯罪や非行をした人の立ち直り

を社会全体で応援することで再犯を防ぐ環境を整え、新たな犯罪や犯罪被害者等を生ま

ないための取組を推進するため、「（仮称）札幌市再犯防止推進計画」を策定します。 

 

 

 

 

 
※１ 認知件数 

警察が発生を認知した事件の数。 

※２ 再犯者 

刑法犯により検挙された者のうち、前に道路交通法違反を除く犯罪により検挙されたことがあり、再び検

挙された者。 

※３ 再犯の防止等 

犯罪をした人等が犯罪をすることを防ぐこと（非行少年の非行をなくすこと及び非行少年であった人が再

び非行少年になることを防ぐことを含む。）。 

※４ 犯罪をした人等 

犯罪をした人又は非行少年（非行のある少年をいう。）若しくは非行少年であった人のことをいい、矯正施

設（刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院）の退所（退院）者に限定されな

い。捜査機関において犯罪行為を行った事実（被疑事実）が認められたものの、犯罪の軽重や情状等が考慮

され、微罪処分や不起訴処分（起訴猶予）となり裁判に至らなかった人や、刑の執行を猶予された人、保護

観察を終えた人なども含まれる。 
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２ 計画の期間 

 令和６年度（2024 年度）から令和 10 年度（2028 年度）までの５年間とします。なお、

期間中に関係法令の改正や再犯防止を取り巻く状況に大きな変化があった場合などは、

必要に応じて見直しを行います。 

 

３ 計画の位置付け 

 この計画は、再犯防止推進法第８条第１項に定める地方再犯防止推進計画として策定

します。 

 札幌市のまちづくりの計画体系においては、「第２次札幌市まちづくり戦略ビジョン」

の基本的な方向に沿って策定する各分野の個別計画に位置付けられます。 

 また、誰一人取り残さない持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development Goals）

の理念を踏まえ、本計画の推進に取り組んでいきます。 
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第２章 再犯を取り巻く状況と課題 

 

１ 犯罪をした人等の処遇について 

 再犯防止推進法では、犯罪をした人等とは、犯罪をした人又は非行少年※５若しくは非

行少年であった人のことをいい、矯正施設※６の退所（院）者に限定されません。捜査機

関において犯罪行為を行った事実（被疑事実）が認められたものの、犯罪の軽重や情状

等が考慮され、微罪処分や不起訴処分（起訴猶予）となり裁判に至らなかった人や、刑

の執行を猶予された人、保護観察を終えた人なども含まれています。 

犯罪をした人等の多くは、矯正施設に入所（院）することなく地域社会に戻ることと

なりますが、中には社会復帰に向けた支援が必要な人がおり、再犯を防止するために

は、そうした人たちへの支援も不可欠です。 

＜刑事司法手続の流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 
※５ 非行少年 

犯罪少年、触法少年、ぐ犯少年の総称。なお、令和４年（2022 年）４月１日から民法上の成人年齢は 18 歳

以上に引き下げられたが、18歳及び 19 歳の人には引き続き少年法が適用されるため、刑事司法上は「特定少

年」として少年に準じた取扱いがなされることとなった。 

※６ 矯正施設 

刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院の総称。 

※７ 仮釈放 

再犯を防止し、改善や更生、円滑な社会復帰を促進するために、懲役又は禁錮の受刑者を刑期満了前に仮

に釈放し、仮釈放の期間（残刑期間）が満了するまで保護観察に付すること。 

※８ 保護観察 

犯罪をした人または非行のある少年が、社会の中で更生するように、保護観察官及び保護司による指導と

支援を行うもの。 

  

検挙 起訴 実刑

警察等 検察庁 裁判所

地域社会（社会復帰）

微罪処分

矯正施設

不起訴

（起訴猶予）

全部執行猶予

罰金・科料

無罪

保護観察付

執行猶予

仮釈放

（※７）
満期釈放等

一部執行猶予

の実刑部分の

刑期終了

うち

保護観察付

保護観察対象者（※８）
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＜刑の一部執行猶予制度＞ 

 裁判所が３年以下の刑期の懲役・禁錮を言い渡す場合、その刑の一部について、１～

５年間、執行を猶予することができる制度です。 

 

 
【令和４年版再犯防止推進白書】 

  

対 象

２年

１年６月 ６月

実刑部分 猶予部分

執行猶予の期間

２年間※実刑部分につき仮釈放も可能

○初入者（実刑前科のない者、執行猶予中の者など）

⇒裁判所の裁量により、執行猶予の期間中、

保護観察に付することができる。

○薬物使用等の罪（※）を犯した者（累犯者）

※規制薬物（覚せい剤、大麻、麻薬等）・毒劇物（ト

ルエン等）の自己使用・単純所持の罪

⇒執行猶予の期間中、必ず保護観察に付される。

例）懲役２年、うち６月につき２年間執行猶予
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２ 再犯者数・再犯者率の状況 

⑴ 刑法犯検挙人員中の再犯者人員、再犯者率※９の推移（全国と札幌市（注）） 

 令和３年の札幌市における刑法犯検挙者に占める再犯者の割合は 48.6％で、全国と

同水準となっています。 

（注）札幌市のデータは、札幌市を管轄するすべての警察署における検挙人数に係るデータであり、石狩市、当別

町、北広島市を含む。 

＜全国＞ 

 

＜札幌市＞ 

 
【令和４年版再犯防止推進白書及び法務省提供データ】 

＜再犯者数・再犯者率の状況に見る札幌市の課題＞ 

札幌市においても、全国と同様に再犯者率が高く、約半数を占めており、犯罪を

減らすためには再犯防止の取組を推進していく必要があります。 

 

※９ 再犯者率 

刑法犯検挙者数に占める再犯者数の割合。 

365,577人

175,041人145,052人

85,032人

39.7%

48.6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

人

50,000人

100,000人

150,000人

200,000人

250,000人

300,000人

350,000人

400,000人

平成19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 令和元 2 3

刑法犯検挙者数 再犯者数 再犯者率

4,027人 4,011人

3,587人
3,116人 3,294人

2,051人 2,007人
1,802人

1,608人 1,602人

50.9% 50.0% 50.2% 51.6% 48.6%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

人

500人

1,000人

1,500人

2,000人

2,500人

3,000人

3,500人

4,000人

4,500人

平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年
刑法犯検挙総数 再犯者数 再犯者率

0 

0 
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３ 更生保護に関する状況 

⑴ 保護観察終了時に無職の人の数及びその割合（全国と札幌保護観察所管内（注）） 

 札幌保護観察所管内における保護観察終了時に無職であった人の数は、令和３年

（2021 年）は前年と比べて 20 人少ない 147 人でした。その割合も前年と比べて 4.9 ポ

イント減の 35.4％に低下しましたが、全国の割合（24.0％）と比べると依然高い値で

した。 

（注）札幌保護観察所は札幌地方裁判所管内を管轄しており、札幌市のほか、江別市、千歳市、恵庭市、北広島

市、石狩市、当別町、新篠津村を含む。 

＜全国＞ 

 

＜札幌保護観察所管内＞ 

 
【令和４年版再犯防止推進白書及び法務省提供データ】 

28,976人
27,313人

25,565人 24,327人 23,602人

6,360人 5,779人 5,444人 6,075人 5,653人

21.9%
21.2% 21.3%

25.0% 24.0%

15%

20%

25%

30%

35%

人

5,000人

10,000人

15,000人

20,000人

25,000人

30,000人

35,000人

平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年

保護観察終了者数（職業不詳の者を除く） うち保護観察終了時に無職である者の数

保護観察終了時に無職である者の割合

502人 481人
430人 414人

415人

188人
165人 155人 167人

147人

37.5%
34.3%

36.0%
40.3%

35.4%

25%

30%

35%

40%

45%

人

100人

200人

300人

400人

500人

600人

平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年

保護観察終了者数（職業不詳の者を除く） うち保護観察終了時に無職である者の数

保護観察終了時に無職である者の割合

0 

0 
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⑵ 刑務所出所時に帰住先のない人の数及びその割合（全国と北海道） 

 北海道内における刑務所出所時に帰住先のない人の数は、令和３年（2021 年）は前

年と比べて 54 人少ない 234 人でした。その割合も前年と比べて 0.3 ポイント減の

14.5％に低下し、全国の割合（16.0％）と比べて低い値でした。 

＜全国＞ 

 
 

＜北海道＞ 

 
【令和４年版再犯防止推進白書及び法務省提供データ】 

 

22,025人
21,060人

19,993人
18,931人

17,809人

3,890人 3,628人 3,380人 3,266人 2,844人

17.7% 17.2%
16.9% 17.3% 16.0%
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25,000人

平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年

刑務所出所者数 うち刑務所出所時に帰住先がない者の数

刑務所出所時に帰住先がない者の割合

2,201人 2,162人
1,966人 1,942人

1,612人

458人 416人
302人 288人 234人

20.8% 19.2% 15.4%
14.8% 14.5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

人

500人

1,000人

1,500人

2,000人

2,500人

平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年

刑務所出所者数 うち刑務所出所時に帰住先がない者の数

刑務所出所時に帰住先がない者の割合

0 

0 
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⑶ 協力雇用主数、実際に雇用している協力雇用主数及び協力雇用主に雇用されている

刑務所出所者等数（全国と札幌保護観察所管内） 

 近年、協力雇用主※10の数は全国的に増加傾向にあり、札幌保護観察所管内も同様の傾

向にあります。一方、協力雇用主に雇用されている刑務所出所者等数は、令和２年（2020

年）以降全国的に減少傾向にあり、札幌保護観察所管内も同様の傾向となっています。 

＜全国＞ 

 

＜札幌保護観察所管内＞ 

 
【令和４年版再犯防止推進白書及び法務省提供データ】 

 

 

 

※10 協力雇用主 

犯罪をした人等の自立及び社会復帰に協力することを目的として、犯罪をした人等を雇用し、又は雇用し

ようとする事業主。 

  

18,555社
20,704社

23,316社 24,213社 24,665社

774社 887社 1,556社 1,391社 1,208社

1,204人

1,465人

2,231人

1,959人 1,667人

人

500人

1,000人

1,500人

2,000人

2,500人

社

5,000社

10,000社

15,000社

20,000社

25,000社

30,000社

平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年

協力雇用主数 うち実際に雇用している協力雇用主数

協力雇用主に雇用されている刑務所出所者等数

0人

604社
652社

764社
827社 803社

12社 13社 46社 39社 29社

24人

30人

66人

54人

37人

人

20人

40人

60人

80人

100人

社

200社

400社

600社

800社

1,000社

平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年

協力雇用主数 うち実際に雇用している協力雇用主数

協力雇用主に雇用されている刑務所出所者等数

0 

0 0 人
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⑷ 保護司数及び保護司充足率（全国と札幌保護観察所管内） 

 平成 29 年（2017 年）以降、保護司※11数及び保護司充足率は全国的に減少・低下傾

向にあり、札幌保護観察所管内も同様の傾向となっています。 

＜全国＞ 

 

＜札幌保護観察所管内＞ 

 
【令和４年版再犯防止推進白書及び法務省提供データ】 

 

 

 

 

※11 保護司 

犯罪をした人や非行のある少年の立ち直りを地域で支えるボランティア。その身分は法務大臣から委嘱を

受けた非常勤の国家公務員であり、保護観察の実施、犯罪予防活動等の更生保護に関する活動を行ってい

る。 

  

47,641人
47,245人

46,763人
46,358人 46,705人
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1,160人
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平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年

保護司数 保護司充足率
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⑸ 「社会を明るくする運動」への参加人数（札幌保護観察所管内） 

 札幌保護観察所管内の「社会を明るくする運動※12」行事参加人数は、令和元年（2019

年）までは年々増加していましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、

行事の開催が制限されたため、令和３年度（2021 年度）は令和元年度（2019 年度）の

１割弱の参加人数となっています。 

 
【法務省提供データ】 

 

 

 

 

 
※12 社会を明るくする運動 

すべての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場にお

いて力を合わせ、犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を築くための全国的な運動。 

再犯防止啓発月間である７月は、本運動の強調月間でもあり、全国各地において、運動の推進に当たって

の内閣総理大臣メッセージや、ポスター等を活用した広報啓発を行っている。 

 

  

更生ペンギンのホゴちゃん（左）とサラちゃん（右） 
 

  

38,385人

49,526人

57,366人

4,629人 4,987人

人

10,000人

20,000人

30,000人

40,000人

50,000人

60,000人

70,000人

平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年
0 
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＜更生保護に関する各種データに見る札幌市の課題＞ 

  保護観察終了時に無職である人の割合は、札幌保護観察所管内では全国に比べ高

い水準で推移しており、協力雇用主に雇用されている刑務所出所者等数は減少傾向

にあることから、犯罪をした人等を取り巻く就労環境が不安定な状況にあると言え

ます。 

  また、刑務所出所時に帰住先のない人は北海道で 14.5％となっていることから、

札幌市においても一定数は同様の状況にあることが推察され、犯罪をした人等の住

宅の確保について支援が必要であることが分かります。 

  犯罪をした人等に寄り添い、生活上の助言や就労の援助などを行って、立ち直り

や社会復帰を支援する保護司については、札幌保護観察所管内の充足率は全国に比

べ低い状況にあり、担い手不足が顕著となっています。 

  保護司の活動を含めた更生保護について市民の理解を深める活動である「社会を

明るくする運動」については、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大した 2020

年（令和２年）以降は参加人数が大幅に減少し、近年は周知・啓発の機会が少なく

なっています。 

  以上のことから、犯罪をした人等が、社会復帰し安定した生活を送るためには、 

就労や住宅の確保に向けた支援を進めていくことが必要であるとともに、犯罪をし

た人等の立ち直りに大きく貢献している保護司の安定的な確保に向けた取組や、近

年停滞していた更生保護に関する市民の理解を深める広報・啓発などの取組を積極

的に行うことが重要です。 
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４ 再犯の防止に関する市民意識調査の状況 

 再犯の防止に関する市民の意識調査を行うため、令和４年（2022 年）10 月４日～10 月

12 日にインターネットアンケートを実施しました。 

 

⑴ 再犯防止等に関する用語のうち、内容を知っているものはありますか（複数回答可）。 

  約３人に１人が「保護司」と「更生保護施設※13」を知っていますが、選択肢の中に

知っている用語がない人が最も多いという状況でした。 

 

 

⑵ 犯罪をした人（非行のある少年を含む）の立ち直りに協力したことがありますか。 

  ほとんどの人が立ち直りに協力したことがないという状況でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 
※13 更生保護施設 

 主に保護観察所からの委託を受けて、住居がない、頼るべき人がいないなどの理由で直ちに自立すること

が難しい保護観察対象者や更生緊急保護の対象者を受け入れて、宿泊場所や食事を提供するほか、社会復帰

のための就職援助や生活指導等を行う施設。 

  

44.0%

35.0%

4.2%

7.3%

35.4%

9.4%

26.9%

19.6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

この中に知っているものはない

更生保護施設

再犯の防止等の推進に関する法律

社会を明るくする運動

保護司

協力雇用主

保護観察所

更生保護

ある, 3.8%

ない, 96.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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⑶ （⑵で「ある」を回答した方に対して） 

どのような協力をしたことがありますか（複数回答可） 

  最も多かったのが、「犯罪をした人（非行のある少年を含む）たちに継続的に助言や

援助をしたことがある」の 61.1％、次いで多かったのが、「所属する団体で、犯罪をし

た人（非行のある少年を含む）たちの住居の斡旋をしたことがある」と「更生保護施

設等にお金や品物などを寄附したことがある」の 16.7％でした。 

 

 

⑷ 犯罪をした人（非行のある少年を含む）の立ち直りに協力したいと思いますか。 

  約３人に１人の人が立ち直りに協力したいと回答した一方で、立ち直りに協力した

いと思わない人が過半数を超える結果となりました。 

 

  

5.6%

5.6%

16.7%

16.7%

5.6%

61.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

その他

再犯防止に関するボランティアに参加したことがある

更生保護施設等にお金や品物などを寄附したことがあ

る

所属する団体で、犯罪をした人（非行のある少年を含

む）たちの住居の斡旋をしたことがある

所属する団体で、協力雇用主として、犯罪をした人

（非行のある少年を含む）たちを雇用したことがある

犯罪をした人（非行のある少年を含む）たちに継続的

に助言や援助をしたことがある

思う, 32.7% 思わない, 67.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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⑸ （⑷で「思う」を回答した方に対して） 

どのような協力をしたいと思いますか（数回答可）。 

  最も多かったのが、「再犯防止に関するボランティアに参加したい」の 43.9％、次

いで多かったのが、「犯罪をした人（非行のある少年を含む）たちに継続的に助言や

援助をしたい」の 38.2％でした。 

 
  

9.6%

43.9%

15.9%

5.1%

9.6%

38.2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

その他

再犯防止に関するボランティアに参加したい

更生保護施設等にお金や品物などを寄付したい

所属する団体で、犯罪をした人（非行のある少年を含

む）たちの住居の斡旋をしたい

所属する団体で、協力雇用主として、犯罪をした人

（非行のある少年を含む）たちを雇用したい

犯罪をした人（非行のある少年を含む）たちに継続的

に助言や援助をしたい
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⑹ （⑷で「思わない」を回答した方に対して） 

立ち直りに協力したくないと思う理由を教えてください（複数回答可）。 

  「どのように接すればいいかわからない」や「協力の方法がわからない」といった

回答のほか、「犯罪に巻き込まれそうで怖い」や「犯罪をした人（非行のある少年を

含む）たちに関わりたくない」といった回答が多い結果となりました。 

 

  

21.1%

3.7%

5.3%

15.5%

28.2%

5.9%

29.1%

29.1%

31.3%

35.0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

考えたことがない

その他

犯罪をした人（非行のある少年を含む）たちに支援な

どをすべきではないから

活動に参加する時間がとれない

犯罪をした人（非行のある少年を含む）たちの背景・

原因が分からない

家族に反対される

犯罪をした人（非行のある少年を含む）たちに関わり

たくない

犯罪に巻き込まれそうで怖い

協力の方法がわからない

どのように接すればいいわからない
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⑺ 犯罪をした人（非行のある少年を含む）の立ち直りのために、どのような取組が必

要だと思いますか(複数回答可）。 

  最も多かったのが、「復学や進学など、学びの継続に向けた支援を行う」の 32.3％、

次いで多かったのが、「ビジネスマナーや資格・技術の習得など、仕事に就くための支

援を行う」の 31.7％となり、学習機会や仕事に就くために必要な知識の不足を解消す 

る取組が必要と考える人が多い結果となりました。 

 

  

11.0%

18.8%

1.3%

26.5%

17.3%

18.1%

32.3%

30.6%

29.2%

16.7%

26.7%

31.7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

取組は必要ない

わからない

その他

行政機関や民間団体などで雇用を行う

市民に対し、再犯防止について広報・啓発活動を行う

行政機関や民間団体などの支援ネットワークを作る

復学や進学など、学びの継続に向けた支援を行う

自立を支援するNPO法人や更生保護施設などに支援

を行う

生活に困窮している人へ、自立に向けた福祉的支援を

行う

高齢者や障がい者等に必要な福祉サービスを提供する

住む場所を確保するための支援を行う

ビジネスマナーや資格・技術の習得など、仕事に就く

ための支援を行う
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＜再犯の防止に関する市民意識調査の状況に見る札幌市の課題＞ 

  市民による再犯防止の取組について、犯罪をした人等への継続的な助言や援助と

いった立ち直りに実際に協力したことがある市民の割合はごくわずかであり、関係

用語の認知度も低く、関わりが希薄であることから、市民にとって再犯防止の取組

が身近に感じられるような周知が必要となります。 

意識の面では、犯罪をした人等の立ち直りに協力したいと思う人は約３割に留ま

っており、犯罪をした人等を孤立させることなく、再び社会の一員に受け入れる環

境をつくるために、再犯防止に向けた意識を高めていくことが重要です。 

立ち直りに協力したいと思わない理由として、犯罪をした人等との接し方や協力

の方法がわからないといった回答や、関わりを持ちたくないといった回答が多いこ

とから、市民の意識を高めるためには、再犯防止や犯罪をした人等への社会復帰を

支援することが、犯罪のない安全で安心なまちづくりの実現に寄与することについ

て、市民の理解を進めることが必要となります。 

  



- 18 - 
 

第３章 計画の目的・基本方針・成果指標 

 

１ 計画の目的 

犯罪や非行をした人たちが社会において孤立することなく、市民の理解と協力を得

て再び社会を構成する一員となるよう支援することで再犯を防止し、犯罪のない安全

で安心なまちづくりの実現に寄与することを目指します。 

 

２ 基本方針 

第２章で見たとおり、札幌市における刑法犯検挙数に占める再犯者数の割合は全体

の約半数を占めて高くなっていますが、再犯の防止に必要となる、犯罪をした人等が

地域で安定的に生活するための多様なサービスの適切な提供や、立ち直りを支援する

保護司をはじめとした民間協力者の担い手確保、再犯防止に対する市民の関心の低さ

が課題となっています。 

また、こうした課題の解決のためには、札幌市のみならず、更生保護関係機関・団体

との情報・意見交換を行いながら、連携して効果的に施策を実施することが重要とな

ります。 

これらを踏まえ、計画の目的の達成に向け、国の再犯防止推進計画に掲げられてい

る基本方針との整合性を取りながら、次の５項目を札幌市における基本方針とします。 

 

⑴ 「誰一人取り残さない」社会の実現に向け、関係機関や民間団体などと緊密な連携

協力を行いながら、再犯の防止等に関する施策を総合的に推進します。 

⑵ 犯罪をした人等が、あらゆる段階において切れ目なく、必要な支援を受けられる

ようにします。 

⑶ 犯罪被害者等の存在を十分に認識し、その安全及び心情に最大限配慮するととも

に、犯罪被害に遭う人をなくすという視点を持って、犯罪に再び手を染めることの

ない環境の整備に取り組みます。 

⑷ 再犯の防止等に関する施策は、犯罪及び非行の実態等を踏まえつつ、関係機関や

民間団体などと意見交換しながら、社会情勢等に応じた効果的なものとします。 

⑸ 犯罪をした人等が再び社会を構成する一員として受け入れられるために、広く市

民の理解と協力を得ることができるよう普及啓発に取り組みます。 

 

３ 重点項目 

犯罪をした人等が置かれた状況は多様であり、必要とする支援の内容は様々な分野

に渡ります。 

このため、基本方針に基づいて次の７項目を重点項目として設定し、必要な施策を

位置付け、着実に推進していきます。 
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⑴ 就労・住居の確保等を通じた自立支援のための取組 

⑵ 保健医療・福祉サービスの利用の促進等のための取組 

⑶ 学校等と連携した修学支援の実施等のための取組 

⑷ 犯罪をした人等の特性に応じた効果的な指導の実施等のための取組 

⑸ 民間協力者の活動の促進等のための取組 

⑹ 国・民間団体等との連携強化等のための取組 

⑺ 広報・啓発活動の推進等のための取組 

 

４ 成果指標・参考指標 

⑴ 成果指標 

本計画の目的の達成状況を確認するため、下表の２項目の成果指標と、その目標値

を設定します。 

「札幌市（注）における再犯者数」は、計画の目的である、再犯防止の達成状況を評価

するものとして設定し、再犯者数の傾向から算出される計画最終年の推定値を下回る

ことを目標とします。 

また、犯罪をした人等の立ち直りには市民の理解と協力が欠かせないことから、再

犯の防止に関する理解促進や普及啓発に関する取組の実施状況を評価する成果指標と

して、「犯罪をした人（非行のある少年を含む）の立ち直りに協力したいと思う」と答

えた人の割合を設定し、計画最終年度に 50％以上となることを目標とします。 

※「計画策定時の数値」は、令和５年 12 月頃に最新の数値に差替え 

＜成果指標・目標値及び特に関連の深い重点項目＞ 

成果指標 計画策定時の数値 目標値 

特に関連 

の深い 

重点項目 

再犯者数（札幌市（注）） 令和３年 1,602 人 令和９年 
1,350 人 

以下 

⑴、⑵、⑶

⑷、⑸、⑹ 

「犯罪をした人（非行

のある少年を含む）の

立ち直りに協力した

いと思う」と答えた人

の割合（市民アンケー

ト） 

令和４年度 32.7％ 令和 10年度 
50.0％ 

以上 
⑺ 

（注） 札幌市のデータは、札幌市を管轄するすべての警察署における検挙人数に係るデータで
あり、石狩市、当別町、北広島市を含む。 
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⑵ 参考指標 

成果指標のほか、札幌市外を含む広域の統計（注）ではありますが、再犯防止施策の

動向を多方面から把握するため、下表の参考指標を設定し、関連する重点項目の実施

状況について分析していきます。 

（注） 札幌保護観察所管内の数値であり、札幌市のほか、江別市、千歳市、恵庭市、北広島
市、石狩市、当別町、新篠津村を含む。 

 

※「計画策定時の数値」は、令和５年 12 月頃に最新の数値に差替え 

＜参考指標及び関連のある重点項目＞ 

参考指標 計画策定時の数値 
関連のある 

重点項目 

保護観察終了時に無職の人の数 令和３年 147 人 ⑴ 

保護観察終了時に無職の人の割合 令和３年 35.4％ ⑴ 

協力雇用主数 令和３年 803 社 ⑴、⑸ 

刑務所出所者等を実際に雇用している協力雇用

主数 
令和３年 29 社 ⑴、⑸ 

協力雇用主に雇用されている刑務所出所者等数 令和３年 37 人 ⑴、⑸ 

保護司数 令和４年 1,185 人 ⑸ 

保護司充足率 令和４年 82.6％ ⑸ 

「社会を明るくする運動」への参加人数 令和３年 4,987 人 ⑺ 

  



- 21 - 
 

第４章 取組の内容 

 

本計画では、再犯の防止等を目的としている取組のほか、犯罪をした人等か否かにか

かわらず、従前から市民に提供している各種サービスや事業等で再犯の防止等に資する

取組、副次的な効果として再犯の防止等につながる取組についても推進を図っていきま

す。 

＜札幌市における再犯の防止等に関する取組＞ 

 

ページ

１　就労・住居の確保等を通じた自立支援のための取組 23

(1)　就労の確保等 23

ア　就職に向けた相談・支援等の充実、関係機関・団体との連携強化 25

01　札幌市就業サポートセンター・あいワーク＜継続＞ 25

02　生活困窮者自立支援制度による就労支援＜継続＞ 26

03　生活保護制度による就労支援＜継続＞ 26

04　障がい者元気スキルアップ事業＜継続＞ 27

05　障がい者就業・生活相談支援＜継続＞ 27

06　障がい者雇用推進のための啓発＜継続＞ 27

07　シニアワーキングさっぽろ＜継続＞ 27

08　公益社団法人札幌市シルバー人材センターへの支援＜継続＞ 27

09　さっぽろ若者サポートステーション＜継続＞ 28

10　ワークトライアル事業＜継続＞ 28

イ　犯罪をした人等を雇用する企業等の開拓及びその活動に対する支援の充実 28

11　札幌市競争入札参加資格（工事）の格付けにおける加点＜継続＞ 28

12　札幌市工事等総合評価落札方式の入札における加点＜新規＞ 28

13　協力雇用主制度の周知＜新規＞ 28

(2)　住居の確保等 29

ア　新たなセーフティネット制度の活用促進 29

14　住宅確保要配慮者居住支援＜継続＞ 29

イ　更生保護施設に対する支援・協力 30

15　更生保護施設（札幌大化院・大谷染香苑）への支援＜継続＞ 30

２　保健医療・福祉サービスの利用の促進等のための取組 32

(1)　福祉的支援が必要な高齢者又は障がい者等への支援等 32

16　地域包括支援センター、介護予防センターの総合相談＜継続＞ 33

17　障がい者相談支援事業＜継続＞ 33

(2)　薬物依存を有する者への支援等 34

ア　薬物依存に関する治療・支援につなげる取組 34

18　札幌こころのセンターによる依存症相談＜継続＞ 34

イ　関係機関との連携 35

19　依存症専門医療機関及び関係機関との連携＜継続＞ 35

ウ　薬物事犯者の家族に対する支援 35

20　【再掲】札幌こころのセンターによる依存症相談＜継続＞ 35

エ　薬物依存に関する適切な広報・啓発 35

21　依存症に関する普及啓発、情報提供＜継続＞ 35

22　薬物乱用防止に関する啓発＜継続＞ 35
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ページ

３　学校等と連携した修学支援の実施等のための取組 39

(1)　学校等と連携した修学支援の実施等 39

ア　児童生徒の非行の未然防止等 39

23　少年育成指導員による巡回指導＜継続＞ 39

24　地域における子どもを見守る取組の推進＜継続＞ 40

25　「人間尊重の教育」の推進＜継続＞ 40
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１ 就労・住居の確保等を通じた自立支援のための取組 

⑴ 就労の確保等 

 

・ 全国で刑務所に再び入所した人のうち約７割が再犯時に無職であった人です。ま

た、仕事に就いていない人の再犯率は仕事に就いている人の再犯率と比べて約３倍

と高い状況となっており、不安定な就労が再犯リスクに結びつきやすいことから、

就労を確保し、安定した生活基盤を整えることが重要です。 

・ 国では、就労確保や職場定着のため、矯正施設における職業訓練の実施や、矯正

就労支援情報センター（通称「コレワーク」）※14 の設置を始めとする矯正施設・保

護観察所・ハローワークが連携した求人・求職のマッチングの強化、協力雇用主の

開拓・確保、刑務所出所者等就労奨励金制度の導入などの施策が実施されています。 

・ しかし、犯罪をした人等の求職活動は、前科等があることに加えて、求職活動を

行ううえで必要な知識や資格等を有しておらず求職活動が円滑に進まない場合があ

ります。 

・ また、就職後も社会人としてのマナーやコミュニケーション能力が不足し職場で

の人間関係を十分に構築できない、自分の能力に応じた適切な職業選択ができない

などの事情により、すぐに離職してしまうことがあります。 

・ さらに犯罪をした人等の中には、福祉的支援を受けられる程度ではないものの、

高齢や障がいなどのために、一般就労による自立が困難な場合もあります。 

・ 札幌市においても、生活に困窮している人や高齢者、障がいのある人などへの就

労支援や協力雇用主制度の普及・啓発など、安定かつ継続可能な就労を確保するた

めの取組を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※14 矯正就労支援情報センター 

法務省が全国８矯正管区（札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・高松・福岡）に設置している（通称「コレ

ワーク」）。全国の受刑者・少年院在院者の資格、職歴、出所・出院後に帰る場所などの情報を一括管理し、出所者

等の雇用を希望する事業者の相談に応じ、事業者のニーズに適合する者を収容する矯正施設を紹介するなどしてい

る。 

  

現状と課題を踏まえた対応方針 
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コラム（札幌協力雇用主会連合会） 

 

 

・関係団体に執筆の協力依頼（再犯防止に係る団体の活動内容等について） 

・１団体１ページ目安 

・章間や項間に挟むイメージ 

・計 10 ページ程度を想定 

 

 

＜コラムの掲載を想定している関係機関・団体等＞ ※掲載ページは予定 

○札幌協力雇用主会連合会・・・・・・・・・・・24 ページ 

○札幌市居住支援協議会・・・・・・・・・・・・31 ページ 

○札幌弁護士会・・・・・・・・・・・・・・・・36 ページ 

○札幌市社会福祉協議会・・・・・・・・・・・・37 ページ 

○北海道地域生活定着支援札幌センター・・・・・38 ページ 

○札幌市ＢＢＳ会・・・・・・・・・・・・・・・42 ページ 

○札幌市保護司会連絡協議会・・・・・・・・・・48 ページ 

○札幌市更生保護女性連合会・・・・・・・・・・49 ページ 

○更生保護法人札幌更生保護協会・・・・・・・・50 ページ 

○札幌保護観察所・・・・・・・・・・・・・・・52 ページ 

○札幌矯正管区・・・・・・・・・・・・・・・・53 ページ 
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ア 就職に向けた相談・支援等の充実、関係機関・団体との連携強化 

＜一般＞ 

取組名／取組内容 担当課 

01 札幌市就業サポートセンター・あいワーク＜継続＞ 

 札幌市就業サポートセンター※15では、無料の職業相談・紹

介に加え、各種支援セミナーやスキルアップ講座・職場体験等

を組み合わせた総合的な就労支援を実施します。 

 また、札幌市就業サポートセンターが設置されている北区を

除く９区に厚生労働省北海道労働局と共同で職業相談等就労支

援を行うあいワークを設置し、求職者が身近に支援を受けられ

る体制を整えています。 

経）雇用労働課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※15 札幌市就業サポートセンター 

札幌市が委託する民間職業紹介事業者とハローワークが相互に連携し、無料の職業紹介サービスをワン

ストップで提供する窓口。 

  

札幌市の取組 
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＜生活困窮者＞ 

取組名／取組内容 担当課 

02 生活困窮者自立支援制度による就労支援＜継続＞ 

 生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、札

幌市生活就労支援センター（ステップ）※16を設置し、生活に

困窮している人に対し、自立相談支援事業、住居確保給付金の

支給などの支援を実施します。 

就労支援については、同センターに配置している就労支援相

談員による就労支援に加え、支援対象者の状況に応じて、認定

就労訓練事業※17の利用のあっせん、就労ボランティア体験事

業※18及び生活保護受給者等就労自立促進事業※19を実施しま

す。 

保）地域福祉・生活

支援課 

 

03 生活保護制度による就労支援＜継続＞ 

生活保護を受給している人に対し、各区に配置された就労支

援相談員による就労支援を実施します。また、対象となる人の

状況に応じ、認定就労訓練事業の利用についてのあっせん、就

労ボランティア体験事業及び生活保護受給者等就労自立促進事

業を実施します。 

保）保護課 

 

 

 

 

 

 

 

 
※16 札幌市生活就労支援センター（ステップ） 

生活困窮者自立支援法に基づき札幌市が設置した相談窓口。札幌市内に居住している人を対象に、失

業、心身の不調や借金など、さまざまな理由による仕事や生活の困りごとの相談を受け付け、経済的な自

立に向けた就労支援を中心に、一人ひとりの状況に合わせた支援を行う。 

※17 認定就労訓練事業 

事業者が自治体から認定を受けて生活に困窮している人に就労の機会を提供する事業。長期離職者やニ

ートなど、すぐには一般企業等で働くことが難しい人に対して、状況に応じた就労の機会を提供するとと

もに生活面や健康面での支援を併せて行う。 

※18 就労ボランティア体験事業 

就労に必要な実践的な知識・技能等の不足のほか、社会との関わりに不安を抱えている、就労意欲が低

下しているなどの理由で就労に向けた準備が整っていない生活に困窮している人、生活保護を受給してい

る人に対して、一般就労に向けた準備を支援する事業。ボランティア体験のほか、就労に向けた基礎能力

を高めるためのセミナーや講座等の支援メニューを用意している。 

※19 生活保護受給者等就労自立促進事業 

札幌市がハローワーク三所と協定を結び、各区保健福祉部、ステップ等からハローワークに就労支援の

要請をした対象者に対し、関係機関が連携を図り、組織的にチーム支援を行う事業。就労支援ナビゲータ

ーと、各区就労支援相談員若しくはステップ支援員による就労支援チームが対象者との面接等により、求

職活動の支援や職業訓練の受講あっせん等就労に向けた具体的な支援を行う。 
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＜障がい者＞ 

取組名／取組内容 担当課 

04 障がい者元気スキルアップ事業＜継続＞ 

 障がいのある人の雇用機会を確保し、職場定着を高めること

を目的として、障がいのある人に対しては就職活動に関する相

談、セミナー、職業紹介等を実施し、企業に対しては障がいの

ある人の雇い入れや雇用管理に関するセミナーを実施します。 

保）障がい福祉課 

 

05 障がい者就業・生活相談支援＜継続＞ 

 就業・生活相談支援事業所において、障がいのある人の一般

就労に関する相談に応じ、ハローワーク・北海道障害者職業セ

ンター・企業などと連携し求職活動の支援を行うほか、就労に

関わる生活相談を実施します。 

保）障がい福祉課 

 

06 障がい者雇用推進のための啓発＜継続＞ 

 障がいのある人の雇用事例に関する講演等を通じ、企業、障

がいのある人、その他関係団体の相互理解を深め、障がいのあ

る人の雇用を促進することを目的とする雇用支援フォーラムを

実施します。 

保）障がい福祉課 

 

＜高齢者＞ 

取組名／取組内容 担当課 

07 シニアワーキングさっぽろ＜継続＞ 

 市内企業の人事・採用担当者に向けて、高齢者雇用に係る意

識醸成を図るセミナーを実施します。 

 また、シニア層を対象に、仕事体験により具体的な仕事のイ

メージを持つことで就労に対する不安を払拭し、高齢者の就業

を支援することを目的とした体験付き仕事説明会を実施しま

す。 

経）雇用労働課 

 

08 公益社団法人札幌市シルバー人材センターへの支援   

＜継続＞ 

公益社団法人札幌市シルバー人材センターが実施する、高年

齢者の生きがいの充実や社会参加の推進を図り、活力ある地域

社会づくりに貢献することを目的とした高年齢者の就労（臨時

的かつ短期的または軽易な業務）機会の確保の取組に対して補

助金を交付し、活動を支援します。 

経）雇用労働課 
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＜若者＞ 

取組名／取組内容 担当課 

09 さっぽろ若者サポートステーション＜継続＞ 

 札幌市若者支援施設（Youth＋）※20において、15 歳から 49

歳までの若年無業者等（未就労の家事・通学をしていない人）

に対して、就労相談や就労支援プログラムなど、職業的自立に

向けた支援を実施します。 

子）子どものくら

し・若者支援担当

課 

 

10 ワークトライアル事業＜継続＞ 

 さっぽろ圏の若者が将来的に自立し安定した人生を送ること

ができるように、新卒未就職者及びおおむね 50 歳以下で求職

中の方又は非正規社員等を対象に、座学研修と最大１か月間の

研修給付金のある職場実習等を通じて、さっぽろ圏内企業への

正社員又は正社員転換が可能な就職支援を実施します。 

経）雇用労働課 

 

 

イ 犯罪をした人等を雇用する企業等の開拓及びその活動に対する支援の充実 

取組名／取組内容 担当課 

11 札幌市競争入札参加資格（工事）の格付けにおける加点  

＜継続＞ 

札幌市競争入札参加資格審査（工事）において、札幌保護観

察所に協力雇用主として登録され、審査基準日から起算して過

去２年間に保護観察対象者等を雇用した実績、保護観察対象者

等を対象とした職場体験講習又は事業所見学会を実施した実績

のある者に、主観的評定点を加点（５点）します。 

財）契約管理課 

12 札幌市工事等総合評価落札方式の入札における加点   

＜新規＞ 

総合評価落札方式の入札において、協力雇用主への加点措置

の導入を検討します。 

財）契約管理課 

13 協力雇用主制度の周知＜新規＞ 

協力雇用主確保の取組として、関係機関と連携して市内事業

者への支援制度や相談窓口等の普及・啓発を実施します。 

経）雇用労働課 

 

 
※20 札幌市若者支援施設（Youth＋） 

若者の社会的自立を総合的に支援するため、引きこもり・ニート等の若者の自立や社会復帰の支援、若者の

仲間づくりやまちづくりなどの活動のサポートのほか、一般の方も含めて体育室や音楽室、活動室等の貸室を

行っている施設。 
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⑵ 住居の確保等 

 

・ 全国で刑事施設※21を満期で出所した人のうち約４割が帰住先が確保されないまま

刑務所を出所しており、これらの人が２年以内に刑務所に再び入所する割合は、更

生保護施設等へ入所した仮釈放者に比べて約２倍高くなっていることが明らかにな

っています。 

・ 国においては、受刑者等の釈放後の生活環境の調整の充実や更生保護施設の受入

機能の強化、自立準備ホーム※22の確保など、矯正施設出所後の帰住先の確保に向け

た取組を進めてきました。 

・ しかし、更生保護施設等はあくまでも一時的な居場所であり、退所後は地域に生

活基盤を確保する必要がありますが、身寄りがなく身元保証人がいない、家賃滞納

歴等により民間家賃保証会社が利用できないといった問題も生じています。 

・ 帰住先の確保は、地域社会において安定した生活を送るために必要不可欠であり、

再犯防止を図るうえで非常に重要なものであるため、札幌市においても取組を進め

ていきます。 

 

 

ア 新たなセーフティネット制度の活用促進 

取組名／取組内容 担当課 

14 住宅確保要配慮者居住支援＜継続＞ 

居住支援相談窓口「みな住まいる札幌※23」において、民間賃

貸住宅などの住まいの情報を紹介するほか、相談者の状況に応

じて、生活支援サービス等の紹介を実施します。 

都）住宅課 

 

 

 

 

 
※21 刑事施設 

刑務所、少年刑務所及び拘置所を総称するもの。刑務所及び少年刑務所は、主として受刑者を収容する施

設であり、拘置所は、主として未決拘禁者を収容する施設。 

※22 自立準備ホーム 

「緊急的住居確保・自立支援対策」に基づき、保護観察対象者等に対して、民間法人・団体等が提供する

宿泊場所。 

※23 「みな住まいる札幌」 

札幌市居住支援協議会が住宅確保要配慮者（低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子どもを養育して

いる人、犯罪や非行をした人、その他住宅の確保に特に配慮を要する人）の居住の安定確保に向けて設置し

た相談窓口。 

  

現状と課題を踏まえた対応方針 

札幌市の取組 
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イ 更生保護施設に対する支援・協力 

取組名／取組内容 担当課 

15 更生保護施設（札幌大化院・大谷染香苑）への支援   

＜継続＞ 

更生保護施設が実施する更生保護事業のうち、国からの委託

費が支給されない任意の継続保護事業にかかる経費の一部につ

いて支援します。 

市）区政課 
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コラム（札幌市居住支援協議会） 

 

・関係団体に執筆の協力依頼（再犯防止に係る団体の活動内容等について） 

・１団体１ページ目安 

・章間や項間に挟むイメージ 

・計 10 ページ程度を想定 

 

 

＜コラムの掲載を想定している関係機関・団体等＞ ※掲載ページは予定 

○札幌協力雇用主会連合会・・・・・・・・・・・24 ページ 

○札幌市居住支援協議会・・・・・・・・・・・・31 ページ 

○札幌弁護士会・・・・・・・・・・・・・・・・36 ページ 

○札幌市社会福祉協議会・・・・・・・・・・・・37 ページ 

○北海道地域生活定着支援札幌センター・・・・・38 ページ 

○札幌市ＢＢＳ会・・・・・・・・・・・・・・・42 ページ 

○札幌市保護司会連絡協議会・・・・・・・・・・48 ページ 

○札幌市更生保護女性連合会・・・・・・・・・・49 ページ 

○更生保護法人札幌更生保護協会・・・・・・・・50 ページ 

○札幌保護観察所・・・・・・・・・・・・・・・52 ページ 

○札幌矯正管区・・・・・・・・・・・・・・・・53 ページ 
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２ 保健医療・福祉サービスの利用の促進等のための取組 

⑴ 福祉的支援が必要な高齢者又は障がい者等への支援等 

 

・ 全国で刑務所から出所した人のうち、65 歳以上の高齢者が出所後２年以内に再び

入所する割合は 20.7％と他の世代に比べて高く、全体の 15.1％を上回っています。

また、知的障がいのある受刑者については、一般に再犯に至るまでの期間が短いこ

となどが明らかになっています。 

・ 国では、矯正施設出所後に社会福祉施設への入所等の福祉サービスを円滑に利用

できるようにするため、全国に地域生活定着支援センター※24を設置し、福祉関係機

関と連携して必要な調整を行う出口支援※25を実施してきました。 

・ さらに、犯罪をした高齢者又は障がいのある人等の再犯を防止するためには、矯

正施設を出所した人への支援だけでなく、起訴猶予者等についても必要な福祉的支

援に結びつけることが犯罪等の常習化を防ぐために重要である場合があることから、

関係機関が連携して福祉サービスに橋渡しを行う入口支援※26 を実施してきました。 

・ しかし、高齢者や知的障がい、精神障がいのある人等、福祉的ニーズを抱える人

をより的確に把握していく必要があること、福祉的支援が必要であるにもかかわら

ず、本人が希望しないなどの理由から支援できない場合があることなどの課題があ

ります。 

・ こうした状況を踏まえて、札幌市においても支援を必要とする方が適切な公的サ

ービスを利用し、安心して暮らしていくことのできるよう取組を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
※24 地域生活定着支援センター 

高齢又は障がいにより、福祉的な支援を必要とする犯罪をした人等に対し、矯正施設、保護観察所及び地

域の福祉等の関係機関等と連携・協働しつつ、身体の拘束中から釈放後まで一貫した相談支援を実施し、社

会復帰及び地域生活への定着を支援するための機関。平成 21 年度（2009 年度）に厚生労働省によって「地域

生活定着支援事業（現在は、地域生活定着促進事業）」として事業化され、原則として各都道府県に１か所設

置されている。 

※25 出口支援 

矯正施設から出所する人に対して行う社会復帰支援のこと。 

※26 入口支援 

刑の執行猶予等により矯正施設に入所することなく刑事司法手続を離れる人で、高齢又は障がい等により

福祉的支援を必要とする場合に、検察庁、保護観察所、地域生活定着支援センター、弁護士等が、関係機

関・団体等と連携し、身柄釈放時に福祉サービス等に橋渡しするなどの取組のこと。 

現状と課題を踏まえた対応方針 
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＜入口支援と出口支援＞ 

 
 

 

 

取組名／取組内容 担当課 

16 地域包括支援センター、介護予防センターの総合相談  

＜継続＞ 

 地域の高齢者が住み慣れた地域でその人らしい生活を継続し

ていくことができるように、高齢者やその家族、医療・介護・

住民組織など関係機関からの様々な相談支援を実施します。 

保）介護保険課 

 

17 障がい者相談支援事業＜継続＞ 

障がいのある人が地域で暮らし、社会参加していくため、障

がい者相談支援事業所は、障がいのある人やその親族の方等か

らのあらゆる相談に応じ、サービス調整や関係機関との連携、

地域づくり等のほか、単身で障がいのある人の住宅入居、入居

後の定着支援を実施します。 

保）障がい福祉課 

 

  

警察等 検察庁 裁判所 矯正施設

微罪処分 不起訴

起訴猶予
全部執行猶予

保護観察付執行猶予

罰金・科料

無罪

＜入口支援＞

福祉的支援を必要とする被疑者・被告人に対し、釈放後すぐに
福祉サービスが利用できるよう調整及び支援を行う取組

社会復帰

＜出口支援＞

矯正施設出所者等が出所後に社会福祉施設への
入所等の福祉サービスを円滑に利用できるよう

必要な調整を行う取組

札幌市の取組 
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⑵ 薬物依存を有する者への支援等 

 

・ 全国で覚醒剤取締法違反による検挙者数は高い水準で推移しており、新たに刑務

所に入所する人の約３割が覚醒剤取締法違反となっています。また、覚醒剤取締法

違反により受刑した人の約半数は、出所後５年以内に再び入所しています。 

・ 薬物事犯者は、犯罪をした人等であると同時に薬物依存症の患者である場合もあ

るため、再犯を防止するためには薬物を使用しないよう指導するだけではなく、薬

物依存症は適切な治療や支援により回復することができる病気であるという認識を

持つとともに、回復に向けた治療や支援を継続的に行うことが必要です。 

・ 国では、矯正施設や保護観察所による一貫した専門的プログラムの開発・実施の

ほか、地方自治体や医療機関、民間団体等との連携により、薬物依存からの回復に

向けて一貫した支援等を行うための体制整備を進めています。 

・ しかしながら、薬物依存の問題を抱える人等への相談支援や治療等に携わる人材

や機関は、いまだ十分とは言い難い状況にあるため、札幌市においても、支援を必

要とする方が適切な公的サービスを受けられるよう取組を進めていきます。 

 

 

ア 薬物依存に関する治療・支援につなげる取組 

取組名／取組内容 担当課 

18 札幌こころのセンターによる依存症相談＜継続＞ 

 依存の問題で困っている札幌市在住の方やその家族、関係機

関からの相談に対応するため、札幌市依存症相談窓口を設置し、

電話や面接による依存症からの回復のためのアドバイスや専門

医療機関の案内を実施します。 

保）精神保健福祉

センター 

 

  

現状と課題を踏まえた対応方針 

札幌市の取組 
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イ 関係機関との連携 

取組名／取組内容 担当課 

19 依存症専門医療機関及び関係機関との連携＜継続＞ 

 国の定める基準により、専門医療機関を選定し依存症に関す

る専門的な医療の提供を実施します。更に、依存症患者等に対

する包括的な支援を実施するため、関係機関が密接な連携を図

るとともに札幌市における依存症に関する情報や課題の共有、

研修計画の調整等を目的として「札幌市依存症対策地域支援連

携会議」を開催します。 

保）精神保健福祉

センター 

 

ウ 薬物事犯者の家族に対する支援 

取組名／取組内容 担当課 

20 【再掲】札幌こころのセンターによる依存症相談＜継続＞ 

依存の問題で困っている札幌市在住の方やその家族、関係機

関からの相談に対応するため、札幌市依存症相談窓口を設置し、

電話や面接による依存症からの回復のためのアドバイスや専門

医療機関の案内を実施します。 

保）精神保健福祉

センター 

 

 

エ 薬物依存に関する適切な広報・啓発 

取組名／取組内容 担当課 

21 依存症に関する普及啓発、情報提供＜継続＞ 

 依存症に関する普及啓発のため、冊子、ちらし等を作成し、

市民、関係機関等へ配布するとともに、ホームページ・SNS 等に

掲載し、情報発信を実施します。 

 また、関係支援団体等からの連携依頼に応じ、団体等が作成

した啓発物についても同様に情報発信を実施します。 

保）精神保健福祉

センター 

22 薬物乱用防止に関する啓発＜継続＞ 

北海道の「薬物乱用防止対策実施要綱」に基づき、地下鉄駅

掲示板やチカホのビジョン等を活用し、薬物乱用防止に関する

啓発を実施します。 

また、厚生労働省が展開する「薬物乱用防止キャンペーン」

では、FM ラジオ放送を通じて、市長による薬物乱用防止につ

いての呼びかけを実施します。 

保）保健所医療政

策課 

  



- 36 - 
 

コラム（札幌弁護士会） 

 

 

・関係団体に執筆の協力依頼（再犯防止に係る団体の活動内容等について） 

・１団体１ページ目安 

・章間や項間に挟むイメージ 

・計 10 ページ程度を想定 

 

 

＜コラムの掲載を想定している関係機関・団体等＞ ※掲載ページは予定 

○札幌協力雇用主会連合会・・・・・・・・・・・24 ページ 

○札幌市居住支援協議会・・・・・・・・・・・・31 ページ 

○札幌弁護士会・・・・・・・・・・・・・・・・36 ページ 

○札幌市社会福祉協議会・・・・・・・・・・・・37 ページ 

○北海道地域生活定着支援札幌センター・・・・・38 ページ 

○札幌市ＢＢＳ会・・・・・・・・・・・・・・・42 ページ 

○札幌市保護司会連絡協議会・・・・・・・・・・48 ページ 

○札幌市更生保護女性連合会・・・・・・・・・・49 ページ 

○更生保護法人札幌更生保護協会・・・・・・・・50 ページ 

○札幌保護観察所・・・・・・・・・・・・・・・52 ページ 

○札幌矯正管区・・・・・・・・・・・・・・・・53 ページ 
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コラム（札幌市社会福祉協議会） 

 

 

・関係団体に執筆の協力依頼（再犯防止に係る団体の活動内容等について） 

・１団体１ページ目安 

・章間や項間に挟むイメージ 

・計 10 ページ程度を想定 

 

 

＜コラムの掲載を想定している関係機関・団体等＞ ※掲載ページは予定 

○札幌協力雇用主会連合会・・・・・・・・・・・24 ページ 

○札幌市居住支援協議会・・・・・・・・・・・・31 ページ 

○札幌弁護士会・・・・・・・・・・・・・・・・36 ページ 

○札幌市社会福祉協議会・・・・・・・・・・・・37 ページ 

○北海道地域生活定着支援札幌センター・・・・・38 ページ 

○札幌市ＢＢＳ会・・・・・・・・・・・・・・・42 ページ 

○札幌市保護司会連絡協議会・・・・・・・・・・48 ページ 

○札幌市更生保護女性連合会・・・・・・・・・・49 ページ 

○更生保護法人札幌更生保護協会・・・・・・・・50 ページ 

○札幌保護観察所・・・・・・・・・・・・・・・52 ページ 

○札幌矯正管区・・・・・・・・・・・・・・・・53 ページ 
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コラム（北海道地域生活定着支援札幌センター） 

 

 

・関係団体に執筆の協力依頼（再犯防止に係る団体の活動内容等について） 

・１団体１ページ目安 

・章間や項間に挟むイメージ 

・計 10 ページ程度を想定 

 

 

＜コラムの掲載を想定している関係機関・団体等＞ ※掲載ページは予定 

○札幌協力雇用主会連合会・・・・・・・・・・・24 ページ 

○札幌市居住支援協議会・・・・・・・・・・・・31 ページ 

○札幌弁護士会・・・・・・・・・・・・・・・・36 ページ 

○札幌市社会福祉協議会・・・・・・・・・・・・37 ページ 

○北海道地域生活定着支援札幌センター・・・・・38 ページ 

○札幌市ＢＢＳ会・・・・・・・・・・・・・・・42 ページ 

○札幌市保護司会連絡協議会・・・・・・・・・・48 ページ 

○札幌市更生保護女性連合会・・・・・・・・・・49 ページ 

○更生保護法人札幌更生保護協会・・・・・・・・50 ページ 

○札幌保護観察所・・・・・・・・・・・・・・・52 ページ 

○札幌矯正管区・・・・・・・・・・・・・・・・53 ページ 
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３ 学校等と連携した修学支援の実施等のための取組 

⑴ 学校等と連携した修学支援の実施等 

 

・ 全国の高等学校への進学率は 98.8％であり、ほとんどの人が高等学校に進学する

状況にあるが、その一方で、入所受刑者の 33.8％は高等学校に進学しておらず、

23.8％は高等学校を中退しています。また、少年院入院者の 24.4％は中学校卒業後

に高等学校に進学しておらず、中学校卒業後に進学した人のうち 56.9％は高等学校

を中退している状況にあります。 

・ 社会において、就職して自立した生活を送るうえでは、高等学校卒業程度の学力

を求められることが多い実情にあることを鑑み、国では、高等学校の中退防止のた

めの取組や高等学校中退者等に対する学習支援、矯正施設内における高等学校卒業

程度認定試験の実施、少年院在院者に対する高等学校教育機会の提供や出院後の進

路指導、保護観察所における保護司やＢＢＳ会※27などの民間ボランティアと連携し

た学習支援といった取組を実施してきました。 

・ しかしながら、依然として、少年院出院時に復学・進学を希望している人のうち、

約７割は復学・進学が決定しないまま少年院を出院しているなどの課題があります。 

・ 非行が修学からの離脱を助長し、復学を妨げる要因の一つになっているとの指摘

があることを踏まえ、札幌市においても、非行を未然に防止するために、学校をは

じめとした関係機関及び団体が非行や問題行動を含めた児童生徒の行動や状況に応

じた取組を行っていくほか、高校中退者などに対する学び直し支援についても取り

組んでいきます。 

 

 

ア 児童生徒の非行の未然防止等 

取組名／取組内容 担当課 

23 少年育成指導員による巡回指導＜継続＞ 

青少年の非行化防止のため、市職員（会計年度任用職員）が

市内の繁華街、遊技場、公園等を巡回し、声掛けなどを実施し

ます。 

子）子どものくら

し・若者支援担当

課 

 

 

 
※27 ＢＢＳ会 

Big Brothers and Sisters の略称で、非行少年等の自立を支援するとともに、非行防止活動を行う青年ボ

ランティア団体。 

  

現状と課題を踏まえた対応方針 

札幌市の取組 
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取組名／取組内容 担当課 

24 地域における子どもを見守る取組の推進＜継続＞ 

 子どもたちが健やかに安心して暮らせるまちを目指し、地域

が一体となった子どもを見守る取組として、「青少年を見守る店
※28」への登録推進活動を実施します。 

子）子どものくら

し・若者支援担当

課 

25 「人間尊重の教育」の推進＜継続＞ 

令和５年度の「札幌市学校教育の重点の基盤」として、「人間

尊重の教育」を位置付け、学校、家庭、地域が一体となり、全

ての教育活動において、子どもの個性、多様性を認め、支え励

まし合う温かい人間関係の中で、心豊かにしなやかに生きよう

とする態度を育んでいきます。 

そのために、「学習活動づくり」「人間関係づくり」「環境づく

り」を相互に関連させて取り組み、子どもが自分のよさや可能

性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在として

尊重する相互承認の感度を高め、子ども一人一人が「自分が大

切にされている」と実感できる学校づくりを実施します。 

教）教育課程担当

課 

 

26 いじめ対策・自殺予防の推進＜継続＞ 

 児童生徒のいじめに関する実態について多面的に把握し、未

然防止・早期発見・対処の取組ができるよう、学校と家庭、地

域、関係機関の連携の充実を図るとともに、自殺予防教育を推

進します。 

教）児童生徒担当

課 

27 学校におけるネットトラブル等対策の推進＜継続＞ 

 各学校におけるネットトラブル等への対応力を高めるととも

に、インターネット上の児童生徒等の不適切な書き込み等を早

期に発見し対応できるよう、ネットパトロールを行うほか、ネ

ットトラブル等の発生時には、警察等の関係機関や専門業者と

連携して支援を実施します。 

教）児童生徒担当

課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※28 青少年を見守る店 

買い物などに訪れた子どもたちに温かい声をかける、子どもたちに悪影響を及ぼすようなものは「売らな

い」「見せない」など、子どもたちが健やかに安心して暮らせるまちづくりに協力する店舗。 
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取組名／取組内容 担当課 

28 スクールカウンセラーの活用＜継続＞ 

いじめや不登校などの不安や悩みを抱えている児童生徒やそ

の保護者に対し、スクールカウンセラー※29による専門的な支

援を実施します。また、スクールカウンセラーが児童生徒への

関わり方などについて教職員に助言等をすることで、各校の相

談対応力の向上を図ります。 

教）児童生徒担当

課 

29 スクールソーシャルワーカーによる支援の充実＜継続＞ 

 いじめや不登校、児童虐待、子どもの貧困、ヤングケアラー

など、様々な問題を抱える児童生徒を取り巻く環境（家庭、学

校等）に働きかけたり、関係機関等と連携するなど問題解決に

あたるスクールソーシャルワーカー※30の支援を実施します。 

教）児童生徒担当

課 

30 子どもに関わる相談体制の充実＜継続＞ 

 問題を早期に発見するため、子どもや保護者が、いじめや人

間関係、学習等に関する悩みを、24 時間いつでも相談できる

相談窓口を整備します。 

教）児童生徒担当

課 

 

 イ 学校や地域において再び学ぶための支援 

取組名／取組内容 担当課 

31 若者の社会的自立促進（まなぷらっと）＜継続＞ 

 札幌市若者支援施設（Youth＋）において、高校中退者や中学

校卒業後、高校に進学していない者、高校に在籍しているもの

の通学が途絶えている者を対象に、学習支援団体等の地域資源

を活用しながら、高卒認定試験の合格や高校への再入学等を目

的に学習相談及び学習支援を実施します。 

子）子どものくら

し・若者支援担当

課 

 

 

 

 

 

 

 

 
※29 スクールカウンセラー 

子どもの不安や悩みの相談に当たるとともに、保護者・教員などに対し、子どもとの関わりについての助

言・支援を行うため、学校に配置される公認心理師、臨床心理士などの心の専門家。 

※30 スクールソーシャルワーカー 

教育と福祉の両面に関わる専門的な知識や技術を活用し、家庭、学校、地域の関係機関をつなぎ、問題を

抱えた子どもを取り巻く環境の改善に向けて支援する専門家。 
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コラム（札幌市ＢＢＳ会） 

 

 

・関係団体に執筆の協力依頼（再犯防止に係る団体の活動内容等について） 

・１団体１ページ目安 

・章間や項間に挟むイメージ 

・計 10 ページ程度を想定 

 

 

＜コラムの掲載を想定している関係機関・団体等＞ ※掲載ページは予定 

○札幌協力雇用主会連合会・・・・・・・・・・・24 ページ 

○札幌市居住支援協議会・・・・・・・・・・・・31 ページ 

○札幌弁護士会・・・・・・・・・・・・・・・・36 ページ 

○札幌市社会福祉協議会・・・・・・・・・・・・37 ページ 

○北海道地域生活定着支援札幌センター・・・・・38 ページ 

○札幌市ＢＢＳ会・・・・・・・・・・・・・・・42 ページ 

○札幌市保護司会連絡協議会・・・・・・・・・・48 ページ 

○札幌市更生保護女性連合会・・・・・・・・・・49 ページ 

○更生保護法人札幌更生保護協会・・・・・・・・50 ページ 

○札幌保護観察所・・・・・・・・・・・・・・・52 ページ 

○札幌矯正管区・・・・・・・・・・・・・・・・53 ページ 

  



- 43 - 
 

４ 様々な困難に応じた効果的な支援の実施等のための取組 

⑴ 様々な困難に応じた効果的な支援の実施等 

 

・ 犯罪や非行をした人の多くは、事件への反省を踏まえて生活を立て直し、社会の

健全な一員として暮らしていきますが、中には困難な事情を抱えていても誰にも相

談できず、問題が深刻化することによって再犯に至る場合があります。 

・ 個々の抱える困難な事情は様々であり、例えば、病気や障がい、経済的な困窮、生

活経験の不足、対人関係・家族関係の悪化、育児に関する悩み、虐待等の被害体験や

心的外傷など多岐に渡ります。 

・ このため、経歴、性別、生活、年齢、心身の状況、家庭環境、交友関係、経済的な

状況等の特性に応じた支援を行うことが重要となります。 

・ 札幌市では、様々な困難に応じた相談支援を実施するとともに、関係機関とも連

携を図りながら取組を推進することによって、個々の抱える困難への効果的な支援

と、社会的な孤立防止を図っていきます。 

 

 

ア 少年・若年者に対する支援等 

取組名／取組内容 担当課 

32 若者支援施設の運営＜継続＞ 

ニート、引きこもり、ヤングケアラー等の社会生活を円滑に

営む上で困難を有する若者の社会的自立を支援するため、札幌

市若者支援施設（Youth＋）において、総合相談、社会参加の促

進、若者の居場所づくり、支援機関・団体との連携強化、ネッ

トワークづくりを実施します。 

子）子どものくら

し・若者支援担当

課 

 

33 非行相談に係る対応＜継続＞ 

 児童相談所において、非行（ぐ犯行為※31等・触法行為等）相

談を受け付け、対象児童の発達上の課題、家族歴や生育歴、養

育環境や交友関係等からアセスメント（客観的な評価）を行い、

在籍校をはじめ警察、鑑別所等関係機関と連携のうえ、支援を

実施します。 

子）家庭支援課 

 
※31 ぐ犯行為 

度重なる家出や深夜徘徊、暴走族や暴力団関係者など不道徳な人との交際、いかがわしい場所への出入

り、性的逸脱など、将来刑罰法令に触れる行為を行うおそれがある問題行動のこと。 

現状と課題を踏まえた対応方針 

札幌市の取組 
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取組名／取組内容 担当課 

34 子どもアシストセンターによる相談支援＜継続＞ 

 子どもアシストセンター※32に寄せられた相談について、子

どもが自らの力で問題を解決できるように必要な助言や支援を

行うとともに、子どもの権利救済委員が必要と判断した場合に

は、子どもの置かれた環境が改善されるよう、関係機関に働き

かけを実施します。 

子）子どもの権利

救済事務局 

 

 

イ 女性の抱える問題に応じた支援等 

取組名／取組内容 担当課 

35 DV 被害者への支援＜継続＞ 

札幌市配偶者暴力相談支援センター※33 にて、DV 被害に関す

る電話相談や面談、カウンセリングを行い、助言や情報提供、

関係機関への専門相談員の付き添い、自立して生活をするため

の住まいや生活などのアドバイスを実施します。 

市）男女共同参画課 

 

36 母子・婦人相談＜継続＞ 

 各区保健センターにおいて、母子家庭等の生活全般や女性に

対する DV に関する相談に応じ、必要な助言や援助を実施しま

す。 

子）子育て支援課 

 

37 困難を抱える若年女性支援＜継続＞ 

 暴力被害や性的搾取を含めた身体的・心理的な被害に遭って

いる又は遭う可能性のある主に 10 代後半から 20 代の思春期・

若年期の女性を対象とした、アウトリーチ型支援※34等を実施し

ます。 

子）子ども企画課 

 

 

 

 

 

 

 
※32 子どもアシストセンター 

「札幌市子どもの最善の利益を実現するための権利条例」に基づき、悩み苦しむ子どもやその周りの大人

からの相談を受け付け、子どもが自らの力で問題を解決できるように必要な助言や支援を実施する札幌市の

機関。 

※33 札幌市配偶者暴力相談支援センター 

札幌市が運営する配偶者やパートナー、交際相手からの暴力について相談できる窓口。 

※34 アウトリーチ型支援 

支援が必要であるにもかかわらず支援が行き届いていない人に対し、行政や支援機関などが積極的に働きか 

けて支援を行うこと。 
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ウ 障がいのある人への支援等 

取組名／取組内容 担当課 

38 【再掲】障がい者相談支援事業＜継続＞ 

障がいのある人が地域で暮らし、社会参加していくため、障

がい者相談支援事業所は、障がいのある人やその親族の方等か

らのあらゆる相談に応じ、障がいのある人のサービス調整や関

係機関との連携、地域づくり等のほか、障がいのある単身の方

の住宅入居、入居後の定着支援を実施します。 

保）障がい福祉課 

 

 

エ 生活に困窮している人への支援等 

取組名／取組内容 担当課 

39 生活困窮者自立支援制度による相談支援＜継続＞ 

札幌市生活就労支援センター（ステップ）において、経済的

な自立を支援するため、生活に困窮している人の仕事や生活の

困りごとに関する相談を実施します。 

また、札幌市ホームレス相談支援センター（ＪＯＩＮ）※35

では、住まいを失った人に対して衣食住を提供し、自立に向け

た支援を実施します。 

保）地域福祉・生活

支援課 

 

 

40 生活保護制度＜継続＞ 

 経済的に困窮している人の最低生活の保障と自立の助長のた

め、各区保護課では、困窮の程度に応じて生活を保障するだけ

ではなく、関係機関等と連携しながら、自立に向けた支援を実

施します。 

保）保護課 

 

 

 

 

 

 

 

 
※35 札幌市ホームレス相談支援センター（ＪＯＩＮ） 

札幌市が委託するホームレス支援事業。総合相談窓口である「基幹センター」と４つのシェルターで、相談 

内容に応じて利用者の抱えるさまざまな課題に共に向き合い、行き場を失った人が自立していくために必要な 

支援を行う。 
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５ 民間協力者の活動の促進等のための取組 

⑴ 民間協力者の活動の促進等 

 

・ 再犯の防止等に関する取組は、保護司会、更生保護女性会、ＢＢＳ会等の更生保

護団体や篤志面接委員※36、教誨師※37、少年警察活動など多くの民間ボランティアの

協力により支えられています。また、更生保護法人をはじめとする様々な民間団体

等による犯罪をした人等の自発的な社会復帰に向けた支援活動も行われており、こ

うした活動によって、地域社会における「息の長い」支援が少しずつ形成されてきま

した。 

・ 一方で、地域社会の人間関係が希薄化するなど社会環境が変化したことにより、

従前のような民間ボランティア活動が難しくなってきていること、民間団体等が再

犯の防止等に関する活動を行おうとしても、高齢化や担い手不足により、必要な体

制等の確保が困難であることなどの課題があります。 

・ こうした状況を踏まえて、札幌市では民間協力者との連携をこれまで以上に深め

るとともに、再犯の防止等の活動を促進するための取組を行っていきます。 

 

 

ア 民間協力者の活動に対する支援の充実 

取組名／取組内容 担当課 

41 札幌市保護司会連絡協議会への支援＜継続＞ 

 札幌市保護司会連絡協議会が実施する保護司の円滑かつ効果

的な職務遂行の支援や保護司の資質向上のための研修会、保護

司及び保護司会活動に関する広報活動などを支援します。 

市）区政課 

 

 

 

 

 

 

 
※36 篤志面接委員 

矯正施設において、受刑者や少年院在院者等に対して、専門的知識や経験に基づいて相談、助言及び指導

等を行うボランティア。 

※37 教誨師 

矯正施設において、受刑者や少年院在院者等の希望に基づき、宗教上の儀式行事及び教誨を行うボランテ

ィア。 

  

現状と課題を踏まえた対応方針 

札幌市の取組 
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取組名／取組内容 担当課 

42 更生保護法人札幌更生保護協会への支援＜継続＞ 

 更生保護法人札幌更生保護協会が実施する犯罪をした人等が

再び社会を構成する一員となるために欠かせない地域の理解と

協力を得ることを目的とした広報啓発活動を支援します。 

市）区政課 

43 更生保護活動を行う団体への支援＜新規＞ 

 犯罪をした人等が再び犯罪をすることを防ぎ、又はその非行

をなくし、これらの人たちが自立し改善更生することを助ける

ための活動を行う団体の取組に対する支援を検討します。 

市）区政課 

44 更生保護サポートセンターの設置支援＜継続＞ 

保護司等が処遇活動や地域における犯罪・非行防止活動を行

う拠点として各区役所等に開設されている更生保護サポートセ

ンター※38について、引き続き開設場所を提供します。 

市）区政課 

45 地域防犯活動団体への支援＜継続＞ 

 地域防犯活動団体が行う地域における身近な犯罪の抑止活動

や非行防止等の取組に対し、「市民まちづくり活動促進基金

（さぽーとほっと基金）※39」などによる支援を行います。 

市）区政課 

46 保護司の人材確保に対する支援＜新規＞ 

 保護司の人材確保のため、市職員研修などの機会を捉え、更

生保護ボランティア活動への参加を呼びかける等の取組を進め

ます。 

市）区政課 

 

イ 更生保護施設による再犯防止活動の促進等 

取組名／取組内容 担当課 

47 【再掲】更生保護施設（札幌大化院・大谷染香苑）への支援

＜継続＞ 

更生保護施設が実施する更生保護事業のうち、国からの委託

費が支給されない任意の継続保護事業にかかる経費の一部につ

いて支援します。 

市）区政課 

 

 

 

 
※38 更生保護サポートセンター 

保護司会を始めとする更生保護関係団体と、地域の関係機関・団体及び地域住民との連携を強化し、更生

保護活動の一層の充実強化を図ることを目的とした更生保護ボランティアの活動拠点。 

※39 市民まちづくり活動促進基金（さぽーとほっと基金） 

市民からの寄附をもとに、基金登録団体である町内会、ボランティア団体、NPO 法人などが行うまちづくり

活動に対して財政的な支援を行う基金。 
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コラム（札幌市保護司会連絡協議会） 

 

 

・関係団体に執筆の協力依頼（再犯防止に係る団体の活動内容等について） 

・１団体１ページ目安 

・章間や項間に挟むイメージ 

・計 10 ページ程度を想定 

 

 

＜コラムの掲載を想定している関係機関・団体等＞ ※掲載ページは予定 

○札幌協力雇用主会連合会・・・・・・・・・・・24 ページ 

○札幌市居住支援協議会・・・・・・・・・・・・31 ページ 

○札幌弁護士会・・・・・・・・・・・・・・・・36 ページ 

○札幌市社会福祉協議会・・・・・・・・・・・・37 ページ 

○北海道地域生活定着支援札幌センター・・・・・38 ページ 

○札幌市ＢＢＳ会・・・・・・・・・・・・・・・42 ページ 

○札幌市保護司会連絡協議会・・・・・・・・・・48 ページ 

○札幌市更生保護女性連合会・・・・・・・・・・49 ページ 

○更生保護法人札幌更生保護協会・・・・・・・・50 ページ 

○札幌保護観察所・・・・・・・・・・・・・・・52 ページ 

○札幌矯正管区・・・・・・・・・・・・・・・・53 ページ 
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コラム（札幌市更生保護女性連合会） 

 

 

・関係団体に執筆の協力依頼（再犯防止に係る団体の活動内容等について） 

・１団体１ページ目安 

・章間や項間に挟むイメージ 

・計 10 ページ程度を想定 

 

 

＜コラムの掲載を想定している関係機関・団体等＞ ※掲載ページは予定 

○札幌協力雇用主会連合会・・・・・・・・・・・24 ページ 

○札幌市居住支援協議会・・・・・・・・・・・・31 ページ 

○札幌弁護士会・・・・・・・・・・・・・・・・36 ページ 

○札幌市社会福祉協議会・・・・・・・・・・・・37 ページ 

○北海道地域生活定着支援札幌センター・・・・・38 ページ 

○札幌市ＢＢＳ会・・・・・・・・・・・・・・・42 ページ 

○札幌市保護司会連絡協議会・・・・・・・・・・48 ページ 

○札幌市更生保護女性連合会・・・・・・・・・・49 ページ 

○更生保護法人札幌更生保護協会・・・・・・・・50 ページ 

○札幌保護観察所・・・・・・・・・・・・・・・52 ページ 

○札幌矯正管区・・・・・・・・・・・・・・・・53 ページ 
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コラム（札幌市更生保護協会） 

 

 

・関係団体に執筆の協力依頼（再犯防止に係る団体の活動内容等について） 

・１団体１ページ目安 

・章間や項間に挟むイメージ 

・計 10 ページ程度を想定 

 

 

＜コラムの掲載を想定している関係機関・団体等＞ ※掲載ページは予定 

○札幌協力雇用主会連合会・・・・・・・・・・・24 ページ 

○札幌市居住支援協議会・・・・・・・・・・・・31 ページ 

○札幌弁護士会・・・・・・・・・・・・・・・・36 ページ 

○札幌市社会福祉協議会・・・・・・・・・・・・37 ページ 

○北海道地域生活定着支援札幌センター・・・・・38 ページ 

○札幌市ＢＢＳ会・・・・・・・・・・・・・・・42 ページ 

○札幌市保護司会連絡協議会・・・・・・・・・・48 ページ 

○札幌市更生保護女性連合会・・・・・・・・・・49 ページ 

○更生保護法人札幌更生保護協会・・・・・・・・50 ページ 

○札幌保護観察所・・・・・・・・・・・・・・・52 ページ 

○札幌矯正管区・・・・・・・・・・・・・・・・53 ページ 
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６ 国・民間団体等との連携強化等のための取組 

⑴ 国・民間団体等との連携強化等 

 

・ 再犯を防止するためには、犯罪をした人等が抱えている課題の解消に向けて、国、

地方公共団体、民間団体等が連携を強化し、協働して再犯の防止等に関する施策を

進めていくことが重要です。 

・ 国では、各種の社会復帰支援のための取組を実施してきましたが、その範囲は原

則として刑事司法手続の中に限られるため、刑事司法手続を離れた人に対する支援

は地方公共団体が主体となって進めていくことが必要です。 

・ 一方で、地方公共団体は、犯罪や非行をした人等が抱える様々な課題を踏まえた

対応といった支援のノウハウや知見が十分でないこと、支援を必要としている対象

者に関する情報収集が容易でないなどの課題があります。 

・ 札幌市においても、再犯防止に関する推進体制を構築し、これまで以上に関係機

関と連携を図るとともに、安全・安心な地域社会づくりの推進に取り組んでいきま

す。 

 

 

ア 再犯防止を推進するための協議会等の設置 

取組名／取組内容 担当課 

48 「（仮称）札幌市再犯防止ネットワーク会議」の設置    

＜新規＞ 

 再犯防止に関する取組を関係団体と協働し推進していくた

め、更生保護関係機関や団体等で構成する「（仮称）札幌市再犯

防止ネットワーク会議」を設置し、現状の課題や今後の取組な

どについて意見交換を実施します。 

市）区政課 

イ 関係機関との情報共有 

取組名／取組内容 担当課 

49 市町村、北海道、都道府県再犯防止等推進会議への参加  

＜継続＞ 

 再犯防止に関する施策の効果的かつ効率的な推進等について

国や他の地方公共団体との情報共有のため、市町村、北海道、

都道府県再犯防止等推進会議へ参加を継続します。 

市）区政課 

現状と課題を踏まえた対応方針 

札幌市の取組 



- 52 - 
 

コラム（札幌市保護観察所） 

 

 

・関係団体に執筆の協力依頼（再犯防止に係る団体の活動内容等について） 

・１団体１ページ目安 

・章間や項間に挟むイメージ 

・計 10 ページ程度を想定 

 

 

＜コラムの掲載を想定している関係機関・団体等＞ ※掲載ページは予定 

○札幌協力雇用主会連合会・・・・・・・・・・・24 ページ 

○札幌市居住支援協議会・・・・・・・・・・・・31 ページ 

○札幌弁護士会・・・・・・・・・・・・・・・・36 ページ 

○札幌市社会福祉協議会・・・・・・・・・・・・37 ページ 

○北海道地域生活定着支援札幌センター・・・・・38 ページ 

○札幌市ＢＢＳ会・・・・・・・・・・・・・・・42 ページ 

○札幌市保護司会連絡協議会・・・・・・・・・・48 ページ 

○札幌市更生保護女性連合会・・・・・・・・・・49 ページ 

○更生保護法人札幌更生保護協会・・・・・・・・50 ページ 

○札幌保護観察所・・・・・・・・・・・・・・・52 ページ 

○札幌矯正管区・・・・・・・・・・・・・・・・53 ページ 
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コラム（札幌市矯正管区） 

 

 

・関係団体に執筆の協力依頼（再犯防止に係る団体の活動内容等について） 

・１団体１ページ目安 

・章間や項間に挟むイメージ 

・計 10 ページ程度を想定 

 

 

＜コラムの掲載を想定している関係機関・団体等＞ ※掲載ページは予定 

○札幌協力雇用主会連合会・・・・・・・・・・・24 ページ 

○札幌市居住支援協議会・・・・・・・・・・・・31 ページ 

○札幌弁護士会・・・・・・・・・・・・・・・・36 ページ 

○札幌市社会福祉協議会・・・・・・・・・・・・37 ページ 

○北海道地域生活定着支援札幌センター・・・・・38 ページ 

○札幌市ＢＢＳ会・・・・・・・・・・・・・・・42 ページ 

○札幌市保護司会連絡協議会・・・・・・・・・・48 ページ 

○札幌市更生保護女性連合会・・・・・・・・・・49 ページ 

○更生保護法人札幌更生保護協会・・・・・・・・50 ページ 

○札幌保護観察所・・・・・・・・・・・・・・・52 ページ 

○札幌矯正管区・・・・・・・・・・・・・・・・53 ページ 
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７ 広報・啓発活動の推進等のための取組 

⑴ 広報・啓発活動の推進等 

 

・ 犯罪をした人等の社会復帰のためには、犯罪をした人等に自らの努力を促すほか

にも犯罪をした人等が社会において孤立することのないよう、犯罪をした人等が再

び社会を構成する一員となる支援をすることが重要です。 

・ 国では、「社会を明るくする運動」を推進するとともに、再犯の防止等の広報・啓

発活動や再犯の防止等を含めた刑事司法制度に関する法教育を実施し、再犯の防止

等について国民の関心と理解を深める施策を実施してきました。 

・ しかしながら、再犯の防止等に関する施策は、地域住民にとって必ずしも身近で

なく、「社会を明るくする運動」や民間団体による再犯防止等に関する活動への関心

や理解が得られにくいなどの課題があります。 

・ 札幌市では、これまで馴染みが薄かった再犯防止や犯罪をした人等への社会復帰

支援の重要性について市民の理解を進めるために、刑事司法関係機関や関係団体と

連携して、広報や啓発活動などを推進していきます。 

 

 

ア 再犯防止に関する広報・啓発活動の推進 

取組名／取組内容 担当課 

50 「社会を明るくする運動」に関する広報・啓発＜継続＞ 

犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人たちの更生について

理解を深め、犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を

築くため、毎年７月に実施される「社会を明るくする運動」の

広報・啓発等を実施します。 

市）区政課 

51 犯罪統計情報の配信＜継続＞ 

 市民や地域防犯活動団体が犯罪の抑止活動に役立てられるよ

う、市内の犯罪情勢や時期に応じて増加する犯罪、子どもへの

声かけ事案などについて各種媒体を活用して情報提供を実施し

ます。 

市）区政課 

52 再犯防止推進に関する広報・啓発の実施＜新規＞ 

 再犯防止や犯罪をした人等の社会復帰支援の重要性について

理解を促進するため、更生保護関係機関・団体と連携した広報・

啓発活動を行います。 

市）区政課 

 

現状と課題を踏まえた対応方針 

札幌市の取組 



- 55 - 
 

取組名／取組内容 担当課 

53 再犯防止支援策に関するホームページの開設＜新規＞ 

 札幌市のみならず、北海道、国、民間支援団体が行っている

再犯防止関係事業を総覧できるホームページを制作し、さまざ

まな課題を抱える対象者の社会復帰を支援します。 

市）区政課 

 

イ 民間協力者に対する表彰 

取組名／取組内容 担当課 

54 札幌市安全で安心なまちづくり功労者表彰の実施＜継続＞ 

 長年にわたり防犯活動や更生保護活動に携わる方々の功績を

称えるとともに、意欲・やりがいの向上、社会的評価の向上に

よる活動の活性化、安全で安心なまちづくりに対する市民の理

解増進のため、防犯活動や更生保護活動に貢献した個人・団体

等の表彰を実施します。 

市）区政課 
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第５章 計画の推進体制 

 

「札幌市犯罪のない安全で安心なまちづくり等審議会」において、第３章－４に示す

指標や取組の実施状況を確認しながら、計画の評価や進捗管理を行っていきます。 

庁内においても、再犯防止に関連する施策の担当部局等で構成する「札幌市再犯防止

庁内推進会議」による組織横断的な計画推進に取り組んでいきます。 

 また、更生保護関係機関や団体等で構成する「（仮称）札幌市再犯防止ネットワーク会

議」を設置し、相互の情報共有や意見交換等により連携を強化することで、地域におけ

る再犯の防止等に関する取組を協働して推進していきます。 

 

 

札幌市再犯防止推進計画 推進体制イメージ 
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用語集 
あ行 

〇アウトリーチ型
がた

支援
し え ん

 

 支援が必要であるにもかかわらず支援が行き届いていない人に対し、行政や支援機関

などが積極的に働きかけて支援を行うこと。 

○入口
いりぐち

支援
し え ん

 

 刑の執行猶予等により矯正施設に入所することなく刑事司法手続を離れる人で、高齢

又は障がい等により福祉的支援を必要とする場合に、検察庁、保護観察所、地域生活定

着支援センター、弁護士等が、関係機関・団体等と連携し、身柄釈放時に福祉サービス

等に橋渡しするなどの取組のこと。 

か行 

○仮釈放
かりしゃくほう

 

 再犯を防止し、改善や更生、円滑な社会復帰を促進するために、懲役又は禁錮の受刑

者を刑期満了前に仮に釈放し、仮釈放の期間（残刑期間）が満了するまで保護観察に付

すること。 

○鑑別
かんべつ

 

非行又は犯罪に影響を及ぼした資質上及び環境上問題となる事情を明らかにした上、

その事情の改善に寄与するため、その者の処遇に資する適切な指針を示すこと。 

○教誨師
きょうかいし

 

 矯正施設において、受刑者や少年院在院者等の希望に基づき、宗教上の儀式行事及び

教誨を行うボランティア。 

○矯正
きょうせい

施設
し せ つ

 

 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院の総称。 

○矯正
きょうせい

就 労
しゅうろう

支援
し え ん

情 報
じょうほう

センター室
しつ

 

 法務省が全国８矯正管区（札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・高松・福岡）に設

置している（通称「コレワーク」）。全国の受刑者・少年院在院者の資格、職歴、出所・出

院後に帰る場所などの情報を一括管理し、出所者等の雇用を希望する事業者の相談に応

じ、事業者のニーズに適合する者を収容する矯正施設を紹介するなどしている。 
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○協 力
きょうりょく

雇用
こ よ う

主
ぬし

 

 犯罪をした人等の自立及び社会復帰に協力することを目的として、犯罪をした人等を

雇用し、又は雇用しようとする事業主。 

○居住
きょじゅう

支援
し え ん

法人
ほうじん

 

 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、家賃債務の保証、

円滑な入居の促進に関する情報の提供・相談、その他の援助などを実施する法人として

都道府県が指定するもの。 

○ぐ犯行
はんこう

為
い

 

度重なる家出や深夜徘徊、暴走族や暴力団関係者など不道徳な人との交際、いかがわ

しい場所への出入り、性的逸脱など、将来刑罰法令に触れる行為を行うおそれがある問

題行動のこと。 

○刑事
け い じ

施設
し せ つ

 

 刑務所、少年刑務所及び拘置所を総称するもの。刑務所及び少年刑務所は、主として

受刑者を収容する施設であり、拘置所は、主として未決拘禁者を収容する施設。 

○更生
こうせい

緊 急
きんきゅう

保護
ほ ご

 

更生保護法（平成 19 年法律第 88 号）第 85 条に基づき、保護観察所が満期釈放者、保

護観察に付されない全部執行猶予者及び一部執行猶予者、起訴猶予者等について、親族

からの援助や、医療機関、福祉機関等の保護を受けることができない場合や、得られた

援助や保護だけでは改善更生することができないと認められる場合、その者の申出に基

づいて、食事・衣料・旅費等を給与し、宿泊場所等の供与を更生保護施設等に委託した

り、生活指導・生活環境の調整などの措置を講ずるもの。刑事上の手続等による身体の

拘束を解かれた後６月を超えない範囲内（特に必要があると認められるときは、更に６

月を超えない範囲内）において行うことができる。※令和５年中に改正あり 

○更生
こうせい

保護
ほ ご

サポートセンター 

 保護司会を始めとする更生保護関係団体と、地域の関係機関・団体及び地域住民との

連携を強化し、更生保護活動の一層の充実強化を図ることを目的とした更生保護ボラン

ティアの活動拠点。 

○更生
こうせい

保護
ほ ご

施設
し せ つ

 

主に保護観察所からの委託を受けて、住居がない、頼るべき人がいないなどの理由で

直ちに自立することが難しい保護観察対象者や更生緊急保護の対象者を受け入れて、宿

泊場所や食事を提供するほか、社会復帰のための就職援助や生活指導等を行う施設。 
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○子
こ

どもアシストセンター 

「札幌市子どもの最善の利益を実現するための権利条例」に基づき、悩み苦しむ子ども

やその周りの大人からの相談を受け付け、子どもが自らの力で問題を解決できるように

必要な助言や支援を実施する札幌市の機関。 

さ行 

○再犯者
さいはんしゃ

 

 刑法犯により検挙された者のうち、前に道路交通法違反を除く犯罪により検挙された

ことがあり、再び検挙された者。 

○再犯者率
さいはんしゃりつ

 

 刑法犯検挙者数に占める再犯者数の割合。 

〇再犯
さいはん

の防止
ぼ う し

等
とう

 

 犯罪をした人等が再び犯罪をすることを防ぐこと（非行少年の非行をなくすこと及び

非行少年であった人が再び非行少年になることを防ぐことを含む。）。 

○札幌市
さっぽろし

就 業
しゅうぎょう

サポートセンター 

 札幌市が委託する民間職業紹介事業者とハローワークが相互に連携し、無料の職業紹

介サービスをワンストップで提供する窓口。 

○札幌市
さっぽろし

生活
せいかつ

就 労
しゅうろう

支援
し え ん

センター（ステップ） 

生活困窮者自立支援法に基づき札幌市が設置した相談窓口。札幌市内に居住者してい

る人を対象に、失業、心身の不調や借金など、さまざまな理由による仕事や生活の困り

ごとの相談を受け付け、経済的な自立に向けた就労支援を中心に、一人ひとりの状況に

合わせた支援を行う。 

○札幌市
さっぽろし

配偶者
はいぐうしゃ

暴 力
ぼうりょく

相談
そうだん

支援
し え ん

センター 

札幌市が運営する配偶者やパートナー、交際相手からの暴力について相談できる窓口。 

○札幌市
さっぽろし

ホームレス相談
そうだん

支援
し え ん

センター（ＪＯＩＮ）」 

札幌市が委託するホームレス支援事業。総合相談窓口である「基幹センター」と４つ

のシェルターで、相談内容に応じて利用者の抱えるさまざまな課題に共に向き合い、行

き場を失った人が自立していくために必要な支援を行う。 

○札幌市
さっぽろし

若者
わかもの

支援
し え ん

施設
し せ つ

（Youth＋） 

若者の社会的自立を総合的に支援するため、引きこもり・ニート等の若者の自立や社

会復帰の支援、若者の仲間づくりやまちづくりなどの活動のサポートのほか、一般の方

も含めて体育室や音楽室、活動室等の貸室を行っている施設。  
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○社会
しゃかい

を明
あか

るくする運動
うんどう

 

 すべての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、

それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を

築くための全国的な運動。 

再犯防止啓発月間である７月は、本運動の強調月間でもあり、全国各地において、運

動の推進に当たっての内閣総理大臣メッセージや、ポスター等を活用した広報啓発を行

っている。 

○就労
しゅうろう

ボランティア体験
たいけん

事業
じぎょう

 

 就労に必要な実践的な知識・技能等の不足のほか、社会との関わりに不安を抱えてい

る、就労意欲が低下しているなどの理由で就労に向けた準備が整っていない生活に困窮

している人、生活保護を受給している人に対して、一般就労に向けた準備を支援する事

業。ボランティア体験のほか、就労に向けた基礎能力を高めるためのセミナーや講座等

の支援メニューを用意している。 

○触法
しょくほう

少 年
しょうねん

 

 14 歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年。 

○自立
じ り つ

準備
じゅんび

ホーム 

 「緊急的住居確保・自立支援対策」に基づき、保護観察対象者等に対して、民間法人・

団体等が提供する宿泊場所。 

○市
し

民
みん

まちづくり活動
かつどう

促進
そくしん

基金
き き ん

（さぽーとほっと基金
き き ん

） 

市民からの寄附をもとに、基金登録団体である町内会、ボランティア団体、NPO 法人な

どが行うまちづくり活動に対して財政的な支援を行う基金。 

○スクールカウンセラー 

 子どもの不安や悩みの相談に当たるとともに、保護者・教員などに対し、子どものと

の関わりについての助言・支援を行うため、学校に配置される公認心理師、臨床心理士

などの心の専門家。 

○スクールソーシャルワーカー 

 教育と福祉の両面に関わる専門的な知識や技術を活用し、家庭、学校、地域の関係機

関をつなぎ、問題を抱えた子どもを取り巻く環境の改善に向けて支援する専門家。 
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○生活
せいかつ

保護
ほ ご

受給者
じゅきゅうしゃ

等
とう

就労
しゅうろう

自立
じ り つ

促進
そくしん

事業
じぎょう

 

 札幌市がハローワーク三所と協定を結び、各区保健福祉部、ステップ等からハローワ

ークに就労支援の要請をした対象者に対し、関係機関が連携を図り、組織的にチーム支

援を行う事業。就労支援ナビゲーターと、各区就労支援相談員若しくはステップ支援員

による就労支援チームが対象者との面接等により、求職活動の支援や職業訓練の受講あ

っせん等就労に向けた具体的な支援を行う。 

○青少年
せいしょうねん

を見守
み ま も

る店
みせ

 

買い物などに訪れた子どもたちに温かい声をかける、子どもたちに悪影響を及ぼすよ

うなものは「売らない」「見せない」など、子どもたちが健やかに安心して暮らせるまち

づくりに協力する店舗。 

○精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

センター 

 都道府県や指定都市に設置されており、精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識

の普及・調査研究、相談及び指導のうち複雑又は困難なものを行うとともに、精神医療

審査会の事務、精神障害者保健福祉手帳の申請に対する決定、自立支援医療費の支給認

定等を行い、地域精神保健福祉活動推進の中核を担うもの。 

た行 

○地域
ち い き

生活
せいかつ

定 着
ていちゃく

支援
し え ん

センター 

 高齢又は障がいにより、福祉的な支援を必要とする犯罪をした人等に対し、矯正施設、

保護観察所及び地域の福祉等の関係機関等と連携・協働しつつ、身体の拘束中から釈放

後まで一貫した相談支援を実施し、社会復帰及び地域生活への定着を支援するための機

関。平成 21 年度（2009 年度）に厚生労働省によって「地域生活定着支援事業（現在は、

地域生活定着促進事業）」として事業化され、原則として各都道府県に１か所設置されて

いる。 

○地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センター 

 介護保険法で定められた、地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マ

ネジメントなどを総合的に行う機関。 

○地域
ち い き

若者
わかもの

サポートステーション 

働くことに悩み・課題を抱えている 15 歳～49 歳までの方に対し、キャリアコンサル

タント等による専門的な相談支援、個々のニーズに即した職場体験、就職後の定着・ス

テップアップ相談等による職業的自立に向けた支援を行う就労支援機関。 

○出口
で ぐ ち

支援
し え ん

 

 矯正施設から出所する人に対して行う社会復帰支援のこと。  
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○篤志
と く し

面接
めんせつ

委員
い い ん

 

矯正施設において、受刑者や少年院在院者等に対して、専門的知識や経験に基づいて

相談、助言及び指導等を行うボランティア。 

な行 

○認知
に ん ち

件数
けんすう

 

 警察が発生を認知した事件の数。 

○認定
にんてい

就 労
しゅうろう

訓練
くんれん

事業
じぎょう

 

 事業者が自治体から認定を受けて生活に困窮している人に就労の機会を提供する事業。

長期離職者やニートなど、すぐには一般企業等で働くことが難しい人に対して、状況に

応じた就労の機会を提供するとともに生活面や健康面での支援を併せて行う。 

は行 

○犯罪
はんざい

少 年
しょうねん

 

 罪を犯した少年（犯行時に 14 歳以上であった少年）。 

○犯罪
はんざい

をした人
ひと

等
とう

 

犯罪をした人又は非行少年（非行のある少年をいう。）若しくは非行少年であった人の

ことをいい、入所受刑者、満期釈放者ばかりでなく、警察で微罪処分になった人や検察

庁で起訴猶予処分になった人など犯罪の嫌疑がないという以外の理由により公訴提起を

受けなかった人も含む。 

○ＢＢＳ会
かい

 

Big Brothers and Sisters の略称で、非行少年等の自立を支援するとともに、非行防

止活動を行う青年ボランティア団体。 

○非行
ひ こ う

少 年
しょうねん

 

犯罪少年、触法少年、ぐ犯少年の総称。 

○保護
ほ ご

観察
かんさつ

 

 犯罪をした人または非行のある少年が、社会の中で更生するように、保護観察官及び

保護司による指導と支援を行うもの。 

○保護司
ほ ご し

 

 犯罪をした人や非行のある少年の立ち直りを地域で支えるボランティア。その身分は

法務大臣から委嘱を受けた非常勤の国家公務員であり、保護観察の実施、犯罪予防活動

等の更生保護に関する活動を行っている。 
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ま行 

〇みな住
す

まいる札幌
さっぽろ

 

札幌市居住支援協議会が住宅確保要配慮者（低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、

子どもを養育している人、犯罪や非行をした人、その他住宅の確保に特に配慮を要する

人）の居住の安定確保に向けて設置した相談窓口。 

○民生
みんせい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

 

 民生委員法に基づき、社会奉仕の精神をもって、常に住民の立場に立って相談に応じ、

必要な援助を行うなど、社会福祉の増進に努める民間の奉仕者。市長の推薦により、厚

生労働大臣が委嘱する。民生委員は児童委員を兼ねており、地域で子どもが元気で安心

して暮らせるように、子どもを見守り、妊産婦の子育ての不安や妊娠中の心配ごとなど

の相談・支援を行う。 


